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１  策定背景 

地方教育行政の組織及び運営に関する 法律第１ 条の３ 第１ 項では、「 地方公共

団体の長は、 教育基本法第 17 条第１ 項に規定する 基本的な方針を参酌し 、 その

地域の実情に応じ 、 当該地方公共団体の教育、 学術及び文化の振興に関する 総

合的な施策の大綱を定める 」 と し ていま す。  

本市は、 令和５ 年（ 2023 年） ３ 月に、 第３ 期静岡市教育振興基本計画を 策定

し 、 「 たく ま し く  し なやかな 子ど も たちの育成」 の基本理念の下、 「 こ ど も

園、 幼稚園、 保育所、 小学校、 中学校、 高等学校を 中心と し て、 子ど も たちを

取り 巻く 家庭、 地域社会、 こ れら を 支える 行政を含めた教育に関わる 取組」 を

推進し ていま す。  

その後、 令和５ 年６ 月に第４ 期教育振興基本計画が閣議決定さ れ、 そこ で

は、 教育の普遍的使命は変わら ないも のの、 社会や時代が大き く 変化する 中、

目指す社会の姿についても 、 一人ひと り の幸福感を 高めていく こ と や、 予測で

き ない未来に向けて持続可能な社会を創っ ていく こ と が重要である と し ていま

す。 ま た、 主観的ウ ェ ルビーイ ング（ 多様な個人それぞれが感じ る 幸せや生き

がい） の向上や多様な教育ニーズへの対応など 、 新たな概念、 方針が示さ れま

し た。  

そこ で、 本市と し ても 、 第３ 期静岡市教育振興基本計画の取組を推進し つ

つ、 教育基本法第 17 条第１ 項に基づく 、 第４ 期教育振興基本計画の基本的な方

針を参酌し 、 主観的ウ ェ ルビ ーイ ングの概念や多様な個々の状況に応じ た学び

の実現など を 組み込んだ、 全世代・ 全市民に対する 、 今の時代にふさ わし い教

育の基本理念、 方針など を定め、 教育、 学術及び文化の振興に関する 総合的な

施策の大綱と なる 静岡市教育大綱を 策定し ま し た。  

 

２  位置付け 

   静岡市教育大綱を 、 本市の教育行政における 根本的な方針に位置付け、 そこ

に紐づく 各種政策・ 個別具体的取組を 推進し ま す。  

  【 位置付けのイ メ ージ】  
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３  対象期間 

静岡市教育大綱の対象期間は、 国の教育振興基本計画の対象期間が５ 年であ

る こ と から 、 令和６ 年度（ 2024 年度） から 令和 10 年度（ 2028 年度） ま での５

年間と し ま す。  

 

４  構  成 

   本市の教育行政における 最上位概念と なる 「 基本理念」、 基本理念を具現化す

る 「 基本方針」、 基本方針を推進する 上で、 特に重き を 置いて実施し ていく 「 重

点的な取組」 の３ 層構造と し ていま す。  

   基本理念から 一定の具体性を も つ重点的                

な取組ま でを 定めた教育大綱と する こ と で、                   

基本理念の実現に向けた実効性を高めま す。  

   そし て、 基本方針に即し た各種政策・ 個別                 

具体的取組を 確実に実施し ていく こ と で、                     

基本理念の実現を目指し ま す。                             

 

５  基本理念 

 

 

 

 

静岡市教育大綱は、 乳幼児から 高齢者ま で、 全ての市民が対象です。  

学童期や成人期など の人生の段階に合わせた学びの実現と 、 地域で見守り 、

支え合い、 高め合う 仕組みを 整える こ と で、 地域や社会にある 「 大き な力（ 市

民一人ひと り がも つ小さ な力の結集）」 と 「 大き な知（ 学びや経験によ って得ら

れた知恵や技術）」 がつながり 、 新たな価値を 共に生み出す「 共創」 を 促進し 、

みんなで子育てや教育を 支えていく 「 安心感がある 温かい社会」 を築き ま す。  

そのよ う な社会の下、 一人ひと り が自ら の幸せを 感じ る こ と ができ る と と も

に、 学びを 通じ た成長によ り 、 持続可能な社会を支える 「 人づく り 」 を 行っ て

いき ま す。  
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多種多様な学びと 地域の教育力を 通じ て、  

一人ひと り が心豊かで幸せを 感じ ら れる 人生を 送る こ と ができ る と と も に、  

持続可能な社会を 支える 人を 育てる  



６  基本方針・ 重点的な取組 

   全市民を対象と し た、 ６ つの「 基本方針」 と そのイ メ ージは、 以下のと おり

です。  

  ・ 基本方針１ 「 誰一人取り 残さ れず、 全ての人の可能性を 引き 出す」  

  ・ 基本方針２ 「 子ど も の豊かな心と 健やかな体を育む」  

  ・ 基本方針３ 「 確かな学力と 幅広い知識の下、 豊かな教養と 人間性を 高める 」  

  ・ 基本方針４ 「 新たな時代で活躍する 多様な才能・ 能力を 伸ばす」  

  ・ 基本方針５ 「 生涯にわたって学び、 成長する 好循環を 生み出す」  

  ・ 基本方針６ 「 教育・ 保育を支える 人々が安心感や幸福感をも てる 環境を整える 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の教育大綱は、 全世代にわたって、 ①誰一人取り 残さ れず、 全ての人の

可能性を引き 出すこ と を 前提にし ていま す。  

そし て、 幼少期から の健やかな②心や体と いう 土台の上に、 ③確かな学力や

幅広い知識・ 教養、 豊かな人間性を 身につけていき ま す。 その上で、 それら を

伸ばし 、 更に突出し た④才能・ 能力を開花さ せていく こ と につなげま す。  

そし て、 ⑤大人になってから の学び直し や学びの継続によ り 、 専門的能力・

職業実践力を アッ プデート でき る 人材を 育成し ていき ま す。  

こ れら を 下支えする も のと し て、 ⑥教育や保育を 支える 人々が安心感や幸福

感がも てる 環境を 整えていき ま す。  
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【 イ メ ージ】  



 

基本方針１  誰一人取り 残さ れず、 全ての人の可能性を引き 出す 

 

（ 趣 旨）  

  一人ひと り の幸福感を高める ためには、 全ての市民の学びを 保障する と と

も に、 多様な人材の参画によ り 、 活力あふれる 社会を実現し ていく 必要があ

り ま す。  

その実現に向け、 性別や年齢、 国籍の違い、 障がいの有無など 、 それぞれ

の多様性を 認め、 高め合い、 他者の考えや価値観を 思いやる こ と のでき る 教

育環境の整備が重要です。  

そし て、 誰一人取り 残さ れる こ と なく 、 自分の可能性を 伸ばすこ と ができ

る よ う 、 家庭状況や障がいの状態、 心身の発達の段階など 、 一人ひと り の抱

える 課題に対する 合理的配慮や教育的支援に取り 組んでいく 必要があり ま

す。  

近年、 本市においても 、 不登校児童生徒数は増加傾向にあり ま す。 ま た、

貧困や虐待など 、 子ど も が抱える 多様な課題は、 本人・ 家庭・ 学校に関わる

様々な要因が重なり 合い、 生じ ていま す。 よ っ て、 従来の考え方にと ら われ

る こ と なく 、 個々の状況に応じ た、 き め細かな対応が求めら れま す。  

多文化共生の視点から 、 地域の国際化が進む中、 本市に居住する 外国人の

学びを 保障する ための取組も 合わせて実施し ていき ま す。  

     

 

 

 
  

重点的な取組 
 

    □ 発達の気になる 子に対する 早期支援と ラ イ フ ス テージに応じ た切れ目

のない支援を 行う 。  

□ 学びを 保障する ための子ど も の貧困や不登校対策、 外国人支援など

を 行う 。  
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基本方針２  子ど も の豊かな心と 健やかな体を 育む 

 

（ 趣 旨）  

    「 子ど も の誕生前から 幼児期ま で」 は、 子ど も の生涯にわたる 幸福感の

基礎を 培い、 人生の確かなス タ ート を切る ために最も 重要な時期です。  

    こ の時期における 子ど も は、 生き る ために基本的なこ と の全てにおい

て、 保護者や身近な大人と 関わり 、 影響を受けま す。 そし て、 子ど も は、

こ の時期に保護者と の間で安定し た愛着が形成さ れる こ と で、 周囲の人や

社会への信頼感と 安心感をも つと と も に、 自分自身がかけがえのない個性

ある 存在と 認めら れる こ と によ り 、 自己肯定感をも って、 成長し ていき ま

す。  

こ のよ う な乳幼児期の家庭の中と いう 内なる 世界における 人と の関わり

の中、 豊かな「 遊びと 体験」 など を 通じ て、 子ど も は、 外の世界への挑戦

を 重ねていく こ と で、 創造性や好奇心、 想像力など を 養う と と も に、 運動

能力を 高めていき ま す。  

安定し た「 愛着形成」 と 豊かな「 遊びと 体験」 によ り 、 社会の中で生き

ていく ための基本的な能力の形成につなげていき ま す。  

 

 

 

 

 

 

重点的な取組 
 

□ 温かな家庭環境の形成と 、 幼児教育・ 保育の質の向上を通じ て、 子ど

も の豊かな心の成長を支援する 。  

□ 年齢や発達の程度に応じ た、 多様な遊びと 体験の機会を提供する 。  
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基本方針３  確かな学力と 幅広い知識の下、 豊かな教養と 人間性を 高める  

 

（ 趣 旨）  

   こ れま での「 同じ ペース 」「 同じ 内容」「 同じ 方法」 にと ら われない学び

を 提供する こ と で、 個人それぞれがも つ資質・ 能力を 高める と と も に、 ク

ラ ス や学年の境界を越えて混ざり あい、 学び合う など の他者と 協力し なが

ら 進める 学びを確保する こ と で、 多様性を 認める 寛容な社会の形成にも 寄

与し ま す。  

ま た、 自然・ 海洋文化・ 歴史文化・ 防災・ 産業など 、 郷土を舞台にし た

学びを 提供する こ と で、 本市や地域への愛着と 誇り を 育むと と も に、 その

発展に寄与する 人材を 育成し ま す。  

「 正解（ 知識） の暗記」、「 正解主義」 に偏っ た教育ではなく 、 学びの動

機付けや幅広い資質・ 能力の育成に向けて、「 主体的・ 対話的で深い学び」

につながる 教育を実践する こ と は、 学校のみなら ず、 地域や社会、 自然、

文化など と の関わり を も ち、 身の周り にある 課題を 自ら 考え、 主体的に対

応する 力を 育みま す。  

他者と の協働や自ら 課題を 発見し 、 自ら 答えを導き 出す力を育むこ と を

目的と し た課題解決型学習など の実践によ り 、 深い学習を 体験し 、 自ら 思

考する こ と を 重視する 考え方は、 義務教育の範囲にと どま ら ず、 のちの高

等教育や生涯学習においても 、 重要になっ てき ま す。  

自己の主体性を 軸にし た、 学びに向かう 一人ひと り の能力や態度を 養う

こ と で、 生涯を通じ て学び続ける 人材の育成につなげていき ま す。  

 

 
 

重点的な取組 
 

□ 従来の「 みんなで同じ こ と を 、 同じ よ う に」 する 学習方法にと ら われ

ない、 多様性を 重視し た学びの機会を提供する 。  

□ 「 主体的・ 対話的で深い学び」 の視点から の授業改善を行う 。  
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基本方針４  新たな時代で活躍する 多様な才能・ 能力を伸ばす 

 

（ 趣 旨）  

   こ れから の学校教育においては、 従来の画一的な教育によ る 弊害を 取り

除き 、 一人ひと り の多様な才能・ 能力を埋も れさ せず、 ど のよ う に伸ばし

ていく かと いう 視点が重要です。  

持続可能な社会の実現に向け、 地球規模の諸課題を 自ら に関わる 問題と

し て捉え、 デジタ ルやグリ ーン（ 脱炭素） など 、 こ れから の社会の価値創

造において重要な分野（ 成長分野） で活躍する 人材や、 グロ ーバルな視点

を も っ て、 地域社会の活性化を担う 人材を 育てる ため、 それら の活躍する

人材の存在を 身近に感じ 、 将来の自分と 重ね合わせ、 目指すこ と のでき る

環境を 整えていき ま す。  

そし て、 自ら 社会や地域の課題を 見つけ、 それら 課題の解決に向かって

チャ レ ンジし たり 、 他者と の協働によ り 解決策を探求し たり する こ と がで

き る 知識や能力、 態度を 身につける 起業家教育（ アント レ プレ ナーシッ プ

教育） ※を 展開し 、 近年の急激な社会環境の変化を 受容し 、 新たな価値を生

み出し ていく 人材の育成をし ていき ま す。  

※起業家教育（ アント レプレ ナーシッ プ教育） と は、 急激な社会環境の変化を受容

し 、 新たな価値を生み出し ていく 精神（ アント レ プレ ナーシッ プ） を備えた人材の

創出のための教育を指し ま す。 起業家を育成する ためだけのビジネス 教育と は異な

る 点に注意が必要です。  

 

 

 

重点的な取組 
 

□ 大学や企業と 連携し 、 個々の才能・ 能力を 伸ばす高度な学びの機会

を 提供する 。  

□ デジタ ルなど の成長分野で活躍する 人材や起業家が生ま れる 環境を

整える 。  
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基本方針５  生涯にわたっ て学び、 成長する 好循環を 生み出す 

 

（ 趣 旨）  

   人生 100 年時代において、 入社から 定年ま で同一企業で働く 単線的な人

生のモデルから 、 キャ リ アの途中での学び直し や転職、 起業など 、 働き 方

や生き 方が多様化する 人生へ転換する こ と が予測さ れていま す。  

   こ う し た社会の構造的な変化に対応する ため、 社会人の学び直し など 、

リ カレ ント 教育※をはじ めと する 生涯学習の必要性が高ま っていま す。  

   特に、 社会の持続的な発展を 支える 観点から 、 複雑化・ 高度化する 企業

課題や産業ニーズに対応し て、 自ら の知識や技能を 高め続ける こ と ができ る

高度専門人材を 育成し ていく リ ス キリ ング※的な視点が重要です。  

     ※リ カレ ント 教育と は、 学校教育を修了し た後においても 、 自ら の必要に応じ て、

再び学校等で受ける 教育を指し ま す。 職業に必要と さ れる ス キルを身につける た

めのリ ス キリ ングや、 職業と は直接的に結びつかない知識や教養等に関する 学び

直し を含む概念と し て用いら れま す。  

    主体的に学び、 実践を 通じ て、 成長（ キャ リ アアッ プ） する こ と で自ら

を 高め、 新たな学びにつなげていく 、 そのよ う な好循環を生み出すため、

誰も が、 学びたいと き に、 学びたい内容を 学ぶこ と ができ 、 それら を活用

する こ と のでき る 機会を 提供し ていき ま す。  

ま た、 職業に直結し た学びのほかにも 、「 人生を豊かにする ための学び」

や「 他者と の学びあい」 を身近なも のと する こ と で、 一人ひと り の幸福感

を 高める こ と につなげていき ま す。  

 

 

  重点的な取組 
 

□ 自ら の知識や技能を アッ プデート する リ ス キリ ングの視点を 含め、

地域社会・ 経済を支える 実学重視のリ カレ ント 教育を 提供する 。  

□ 生涯を通じ て学び、 実践によ り 成長でき る 機会を 提供する 。  
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基本方針６  教育・ 保育を 支える 人々が安心感や幸福感を も てる 環境を整える  

 

（ 趣 旨）  

  保護者の幸福感を 高める こ と が、 子ど も の幸福感を高めていく 上でも 欠か

せないこ と から 、 保護者が健康で、 自己肯定感と ゆと り をも ち、 子ど も に向

き 合える よ う 、 社会全体で切れ目なく 支えていく こ と が重要です。  

  身近に相談相手のいない状況にある 保護者も 増えており 、 それら 保護者が

一人で悩みを抱え込ま ないよ う 、 訪問型など 保護者に寄り 添う 家庭教育支援

によ り 、 乳幼児期から 切れ目ない支援を 実施し ていき ま す。  

ま た、 家庭以外の、 教育や保育の現場は、 子ど も たちが抱える 困難の多様

化・ 複雑化によ り 、 現場で働く 教師や保育教諭の長時間勤務の常態化や人材

不足等が課題と なっていま す。  

デジタ ル技術の活用によ る 事務量の削減や、 外部人材の活用など、 地域の

多様な資源を 教育や保育の現場に取り 入れる こ と で、 教師や保育教諭でなけ

ればでき ない業務に注力でき 、 志気高く 、 誇り をも っ て子ど も に向き 合う こ

と ができ る 体制を 整えていき ま す。  

 

     

 

 

 

 

 

   重点的な取組 
 

    □ 経済的な不安や孤立感に悩むこ と なく 幸福感を も っ て子育てができ る

よ う 保護者を 支援する 。  

□ デジタ ル技術や外部人材など の活用によ り 、 教育・ 保育の現場を 支

える 人たちの負担を 軽減する 仕組みを整える 。  
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【 静 岡 市 教 育 大 綱 】  

静 岡 市 

総 合 政 策 局 企 画 課 


